
特別児童扶養手当支給額（児童1人当たり）

特別児童扶養手当等級
支給額（月額）

※平成29年4月～

1級（重度障害児） 51,450円

2級（中度障害児） 34,270円

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

家
庭
で
介
護
さ
れ
て
い
る
心

身
に
障
害
の
あ
る
児
童（
20
歳

未
満
）の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、

そ
の
生
活
に
役
立
つ
よ
う
児
童

を
養
育
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

受
給
資
格
者

　

身
体
や
精
神
に
国
が
定
め
る

認
定
基
準
に
該
当
す
る
程
度
の

障
害
の
あ
る
児
童（
20
歳
未
満
）

を
養
育
し
て
い
る
方

※ 

日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と

き
や
障
害
を
事
由
と
す
る
年

金
を
受
給
し
て
い
る
と
き
、

一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る

と
き
、
施
設
等
に
入
所
し
て

い
る
と
き
な
ど
は
、
手
当
が

支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
課
障
害
福
祉
班

☎（
84
）１
２
５
７

　

現
在
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
所
得

状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
状
況
届
を
提
出
し
な
い

と
、
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

提
出
を
忘
れ
ず
に

　

提
出
期
間　

８
月
14
日（
月
）〜
９
月
11
日（
月
）

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況
届

　

こ
れ
ま
で
は
、
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

や
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
期

間
等
の
合
計（
受
給
資
格
期
間
）

が
25
年（
３
０
０
月
）以
上
必
要

で
し
た
が
、
８
月
１
日
か
ら
10

年（
１
２
０
月
）以
上
あ
れ
ば
受

給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

対
象
の
方
に
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
黄
色
の
封
筒
で『
年

金
請
求
書（
短
縮
用
）』が
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

年
金
は
受
給
権
が
発
生
す
る

翌
月
分
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
、
最
も
早
い
支
給
は
平
成

29
年
10
月（
９
月
分
）と
な
り
ま

す
。

　

ま
だ
請
求
手
続
き
を
し
て
い

な
い
方
は
、「
ね
ん
き
ん
ダ
イ

ヤ
ル
」で
相
談
予
約
の
う
え
、

年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

日
本
年
金
機
構「
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
」

☎
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）　

※ 

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
お

か
け
に
な
る
場
合

☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

（
一
般
電
話
）

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

住
民
課
国
保
年
金
班

☎（
84
）１
２
１
４

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

年
金
請
求
の
手
続
き
漏
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
ま
せ
ん
か
？
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